
 
 

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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参
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済

産

業

委
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

特
許
審
判
等
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
等
を
利
用
し
た
口
頭
審
理
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
利
便
性

向
上
を
図
り
つ
つ
、
公
開
主
義
、
直
接
主
義
の
原
則
及
び
口
頭
に
よ
る
こ
と
の
意
義
を
維
持
し
、
審
判
の
公
正
を
担
保
す
る

と
と
も
に
、
個
人
情
報
や
企
業
秘
密
等
が
不
当
に
漏
え
い
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
運
用
上
の
課
題
や
公
開
の
在
り
方

等
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
を
行
い
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

特
許
権
等
の
放
棄
や
訂
正
審
判
の
請
求
等
に
お
け
る
通
常
実
施
権
者
の
承
諾
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
独

占
的
通
常
実
施
権
者
に
不
測
の
損
害
が
生
じ
る
こ
と
等
が
な
い
よ
う
、
権
利
関
係
の
実
情
を
踏
ま
え
、
制
度
の
周
知
徹
底
等

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

三 

特
許
権
侵
害
訴
訟
等
に
お
け
る
第
三
者
意
見
募
集
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
第
三
者
か
ら
多
様
な
意
見
が
幅
広
く
得

ら
れ
、
そ
の
意
見
を
当
事
者
が
公
平
か
つ
有
効
に
証
拠
に
活
用
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
の
公
正
な
判
断
に
資
す
る
制

度
と
な
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

四 

海
外
か
ら
の
模
倣
品
の
流
入
に
対
す
る
規
制
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
善
意
の
個
人
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
が
な

い
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
知
的
財
産
侵
害
貨
物
の
小
口
化
等
を
踏
ま
え
、
実
効
性
あ
る
水
際
で
の
取
締
り
の
体
制
整
備
に
努
め

る
こ
と
。 

 

五 

特
許
料
等
の
料
金
体
系
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
意
見
も
踏
ま
え
適
切
な
料
金
の
設
定
を
行
う
と
と
も
に
、

特
許
特
別
会
計
に
お
け
る
歳
出
削
減
の
取
組
を
徹
底
し
つ
つ
、
情
報
開
示
の
拡
充
や
第
三
者
に
よ
る
財
政
検
証
の
的
確
な
実

施
に
よ
り
、
透
明
性
・
客
観
性
の
高
い
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
中
小
企
業
等
を
対
象
と
す
る
減
免
制
度
の
在
り
方

に
つ
い
て
も
、
そ
の
実
情
等
を
踏
ま
え
て
適
正
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 



 
 

六 

植
物
の
新
品
種
や
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す
る
相
談
業
務
等
を
弁
理
士
の
業
務
と
し
て
追
加
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
利

用
者
の
利
便
性
向
上
及
び
関
係
法
令
遵
守
の
観
点
か
ら
、
相
談
内
容
に
応
じ
て
行
政
書
士
等
他
の
専
門
家
や
各
地
方
に
お
け

る
農
林
水
産
関
連
事
業
者
団
体
、
農
林
水
産
関
連
研
究
機
関
等
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
研
修
等
の
充
実
を
通
じ
、
弁

理
士
の
更
な
る
資
質
向
上
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
農
林
水
産
事
業
者
と
弁
理
士
と
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
相
談
機
会
の
確
保
・
促

進
を
図
る
た
め
、
関
係
省
庁
及
び
そ
の
地
方
機
関
等
に
お
い
て
、
農
林
水
産
事
業
者
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
設
置
を
検
討
す

る
こ
と
。 

 

七 

い
わ
ゆ
る
懲
罰
的
損
害
賠
償
制
度
等
の
知
財
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
や
Ａ
Ｉ
等
を
活
用
し
た
審
査
業
務
の
効
率
化

等
の
課
題
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
知
的
財
産
制
度
を
取
り
巻
く
様
々
な
環
境
変
化
に
対
応
し
て
、
諸
外
国
や
裁
判
例
の
動
向

も
注
視
し
つ
つ
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


